
　
「
平
成
28
年
熊
本
地
震
」
前
、す
で
に
住
宅
ロ
ー

ン
を
契
約
し
て
い
た
被
災
者
が
、
新
た
に
住
宅
の

新
築
・
購
入
、
補
修
、
宅
地
購
入
な
ど
を
行
う
た

め
の
補
助
を
し
ま
す
。
新
し
く
借
入
を
行
っ
た
場

合
、
被
災
住
宅
に
対
し
て
、
す
で
に
契
約
し
て
い

る
既
往
債
務
残
高
の
利
子
相
当
額
を
対
象
に
補
助

を
し
ま
す
。

●
補
助
対
象
要
件
（
全
て
の
要
件
を
満
た
す
人
）

　

①
新
た
な
借
入
の
契
約
を
し
た
日
の
前
月
末
時

　
　

点
で
５
０
０
万
円
以
上
の
被
災
家
屋
の
既
往

　
　

債
務
残
高
が
あ
る
人
。

　

②
県
内
に
自
ら
が
居
住
す
る
住
宅
の
た
め
に

３
０
０
万
円
以
上
の
新
た
な
契
約
を
し
た
人
。

　

③
課
税
所
得
金
額
が
７
８
０
万
円
以
下
の
人
。

　
（
同
一
世
帯
内
で
最
も
所
得
が
高
い
人
の
所
得
金
額
）

●
補
助
金
額　

　

被
災
家
屋
の
既
往
債
務
に
か
か
る
利
子
相
当
額

（
上
限
額
50
万
円
）

●
問
い
合
わ
せ　

県
住
宅
課　

　

☎
０
９
６
（
３
３
３
）
２
５
４
７

　

新
た
な
住
ま
い
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

被
災
者
を
支
援
す
る
た
め
、
相
談
窓
口
を
開
設
し

て
い
ま
す
。

●
開
設
日
時　

毎
週
月
曜
（
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

　
　
　
　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
５
時

●
場
所　

役
場
仮
庁
舎

　
　
（
住
民
課
と
税
務
課
の
間
の
相
談
ブ
ー
ス
）

●
相
談
内
容　
賃
貸
物
件
、
住
宅
ロ
ー
ン
の
情
報
な
ど

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
福
祉
課　

福
祉
係

　

☎
０
９
６
（
２
９
３
）
３
５
１
０

県
住
宅
再
建
支
援
事
業（
二
重
ロ
ー
ン
対
策
）

！

日
本
赤
十
字
社
や
共
同
募
金
会
に
寄
せ
ら
れ
た
義

援
金
を
そ
れ
ぞ
れ
の
配
分
委
員
会
の
決
定
に
基
づ

い
て
支
給
し
て
い
ま
す
。

●
対
象
者
（
世
帯
）

　

・
人
的
被
害（
一
人
当
た
り
）　

平
成
28
年
地
震

　
　

に
よ
っ
て
死
亡
ま
た
は
重
症
を
負
っ
た
人
。

※
窓
口
で
事
前
に
相
談
が
必
要
で
す
。

　

・
住
家
被
害
（
一
世
帯
当
た
り
）
居
住
者
用
り

災
証
明
書
の
被
災
程
度
が
全
壊
・
大
規
模
半

壊
・
半
壊
の
世
帯
、
一
部
損
壊
で
対
象
と
な

る
修
理
費
用
が
１
０
０
万
円
以
上
の
世
帯
。

※
対
象
と
な
る
修
理
内
容
に
つ
い
て
は
お
問
い
合

　

わ
せ
く
だ
さ
い
。
所
有
者
用
の
り
災
証
明
書
は

　

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

●
配
分
基
準
額

　

・
人
的
被
害
（
一
人
当
た
り
）

　

・
住
家
被
害
（
一
世
帯
当
た
り
）

●
申
請
期
限　

平
成
31
年
３
月
29
日
（
金
）

※
基
準
額
変
更
で
追
加
配
分
が
あ
る
場
合
で
も
、

　

い
ず
れ
か
の
被
害
区
分
で
一
度
申
請
済
み
の
場

　

合
は
再
度
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
福
祉
課　

福
祉
係

☎
０
９
６
（
２
９
３
）
３
５
１
０

書
区
分
の
全
壊
に
該
当
す
る
な
ど
、
生
活
基
盤
に

大
き
な
被
害
を
受
け
た
世
帯
に
対
し
て
支
援
金
を

支
給
す
る
制
度
で
す
。
支
援
金
は「
基
礎
」と「
加

算
」
に
分
か
れ
て
お
り
、
後
者
は
再
建
の
方
法
に

よ
っ
て
金
額
が
変
わ
り
ま
す
。

　
※
こ
の
た
び
、
基
礎
支
援
金
の
申
請
期
限
が
１

年
間
延
長
さ
れ
、
平
成
30
年
５
月
13
日
か
ら
平
成

31
年
５
月
13
日
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

●
対
象
世
帯

　

居
住
者
用
り
災
証
明
書
の
被
災
程
度
が
全
壊
・

大
規
模
半
壊
・
半
壊
解
体
の
世
帯
。

●
支
給
額

●
申
請
期
限

　

・
基
礎
支
援
金　

平
成
31
年
５
月
13
日
（
月
）

　

・
加
算
支
援
金

平
成
31
年
５
月
13
日
（
月
）

※
加
算
支
援
金
を
受
領
し
た
場
合
は
災
害
公
営
住

　

宅
な
ど
の
公
営
住
宅
へ
の
入
居
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
福
祉
課　

福
祉
係

☎
０
９
６
（
２
９
３
）
３
５
１
０

　

被
災
者
支
援
の
た
め
に
国
内
外
か
ら
町
、
県
、

　
「
平
成
28
年
熊
本
地
震
」
へ
の
各
種
支
援
を
受

け
る
と
き
に
必
要
な
「
り
災
証
明
書
」
を
条
件
付

き
で
発
行
を
し
て
い
ま
す
。

　

※
写
真
判
定
で
の
一
部
損
壊
世
帯
へ
の
窓
口
り

　
　

災
証
明
書
発
行
と
、
特
別
な
事
情
が
あ
る
人

　
　

の
み
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
再
発
行
は
随
時

　
　

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

●
対
象

　

平
成
28
年
４
月
14
、
16
日
に
対
象
住
家
へ
居
住

ま
た
は
所
有
し
て
い
た
人
ま
た
は
同
じ
世
帯
の
人

●
必
要
な
も
の　

　

被
害
の
状
況
が
わ
か
る
写
真
を
現
像
ま
た
は
印

刷
し
た
も
の
、
身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
、
保

険
証
な
ど
）、
印
鑑　

※
別
世
帯
の
人
は
委
任
状

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
総
務
課　

地
域
安
全
係

☎
０
９
６
（
２
９
３
）
３
１
１
１

　

震
災
に
よ
り
居
住
し
て
い
た
住
宅
が
り
災
証
明

大津町
　 被災支援の

まとめ

Info
rm
atio

n平成30年
２月26日

現在

☎

（

）

被
災
者
生
活
再
建
支
援
金（
期
限
延
長
）

区
分

基
礎
支
援
金

加
算
支
援
金

住
宅
再
建
方
法

全
壊
世
帯

解
体
世
帯

１
０
０
万
円
建
設
・
購
入
２
０
０
万
円

補　
　

修

１
０
０
万
円

賃　
　

貸

50
万
円

大
規
模
半
壊

世
帯

50
万
円
建
設
・
購
入
２
０
０
万
円

補　
　

修

１
０
０
万
円

賃　
　

貸

50
万
円

全
壊
世
帯

解
体
世
帯

75
万
円
建
設
・
購
入
１
５
０
万
円

補　
　

修

75
万
円

賃　
　

貸

37
・
５
万
円

大
規
模
半
壊

世
帯

37
・
５
万
円
建
設
・
購
入
１
５
０
万
円

補　
　

修

75
万
円

賃　
　

貸

37
・
５
万
円

単数世帯 複数世帯

☎

（

）

大
津
町
義
援
金
・
熊
本
県
義
援
金

配
分
対
象

県
義
援
金

町
義
援
金

合

計

死

亡

者

１
０
０
万
円

５
万
円

１
０
５
万
円

重

傷

者

10
万
円

１
万
円

11
万
円

配
分
対
象

県
義
援
金

町
義
援
金

合

計

全
壊
世
帯

80
万
円

４
万
円

84
万
円

解
体
世
帯

（
大
規
模
半
壊
）

80
万
円

３
万
円

83
万
円

解
体
世
帯

（
半
壊
）

80
万
円

１
万
円

81
万
円

大
規
模
半
壊
世
帯

40
万
円

３
万
円

43
万
円

半
壊
世
帯

40
万
円

１
万
円

41
万
円

一
部
損
壊
世
帯

（
対
象
修
理
費

１
０
０
万
円
以
上
）

10
万
円

１
万
円

11
万
円

☎
０
９
６
（
３
３
３
）
２
５
４
７

住
ま
い
の
再
建
相
談
窓
口

住宅再建のための助成

制 度 対 象 世 帯 助 成 内 容 必 要 書 類 備 考

高齢者向けリバースモー
ゲージ※利子助成

①県内で住宅を新築または購入または補修を
　して、金融機関からリバースモーゲージ型
　融資を受けている人。
②応急仮設住宅・みなし仮設住宅に入居してい
　る人。
③居住者用り災証明書が「全壊」または「大規
　模半壊」の人または「半壊」で解体をした人。

●融資限度額……………850万円
●融資に対する利子の20年分を一
　括で助成。

・り災証明書の写し
・住民票（世帯全員分）
・住宅債務にかかる金銭消費
貸借契約書
・抵当権設定契約書
・返済予定表の写し
・印鑑

など

・必要書類に関し
ては、必要に応
じて他の書類も
提出をお願いす
る場合がありま
す。

自宅再建
利子助成

①県内で住宅を新築または購入または補修を
　して、金融機関から融資を受けている人。
②応急仮設住宅・みなし仮設住宅に入居してい
　る人。
③居住者用り災証明書が「全壊」または「大規
　模半壊」の人または「半壊」で解体をした人。

●融資限度額……………850万円
●融資に対する利子相当額を一括
　で助成。

・り災証明書の写し
・住民票（居住世帯全員分）
・課税台帳記載事項証明書
・住宅ローン契約書の写し
・抵当権設定契約書
・返済予定表の写し
・印鑑

など

・別途、所得要件
があります。

・必要書類に関し
ては、必要に応
じて他の書類も
提出をお願いす
る場合がありま
す。

※リバースモーゲージ…高齢者（60歳以上）向け住宅再建融資のこと。所有する土地・自宅を担保に住宅再建費用などの融資を受け、死亡後に担保物件を売却し
　一括返済するか、 相続人による現金一括返済によって完済することができるもので、月々の支払いは利息のみになります。

住宅再建利子助成
　平成28年熊本地震により住家に被害を受けた世帯で、住宅再建（建設・購入・補修）のための利子助成をします。
　●申請期限　　①平成29年10月29日までに住宅再建し、転居を完了した人…５月１日（火）
　　　　　　　　②平成29年10月29日以降に住宅再建し、転居を完了した人…
　　　　　　　　　住宅再建後、その住宅に入居して６カ月以内。または、平成32年２月29日（土）
　●問い合わせ　役場福祉課　福祉係　☎096（293）3510

大津町被災支援のまとめ

住宅自立再建関連

生活再建費用助成
　平成28年熊本地震により住家に被害を受けた世帯で、住宅再建後（建設・購入・補修）の支援をします。
　●申請期限　　平成32年２月29日（土）
　●問い合わせ　役場住民課　住宅係　☎096（293）3112

制 度 対 象 世 帯 助 成 内 容 必 要 書 類 備 考

転居費用助成事業

　応急的な住まいから、県内の民間賃貸住宅や災害公営住宅な
どへ移転し、①②のいずれかに該当する人。
①仮設住宅などの応急的な住まいに入居していた人。
②居住者用り災証明書が「全壊」または「大規模半壊」の人、また
　は「半壊」で解体をした人。

一律 10万円

・り災証明書の写し
・住民票
・移転先の入居契約書の写し
・振込口座の預金通帳の写し
・解体証明書の写し（半壊時）
※転居費用の領収書は不要。

・必要書類に関し
ては、必要に応
じて他の書類も
提出をお願いす
る場合がありま
す。民間賃貸住宅

入居支援事業

　県内の民間賃貸住宅などへ入居し、①②のいずれかに該当す
る人。
①仮設住宅などの応急的な住まいに入居していた人。
②居住者用り災証明書が「全壊」または「大規模半壊」の人、また
　は「半壊」で解体をした人。

一律 20万円

・り災証明書の写し
・住民票
・移転先の入居契約書の写し
・振込口座の預金通帳の写し
・解体証明書の写し（半壊時）
※入居費用の領収書は不要。

り
災
証
明
書

　
「
平
成
28
年
熊
本
地
震
」
で
被
災
し
た
皆
さ
ん
に
向
け
た
支
援
内

容
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。

　

現
在
ま
で
に
期
限
が
変
更
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

漏
れ
が
な
い
よ
う
に
内
容
の
確
認
と
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。
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